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１ 推計の目的と方法 

(1) 推計の目的 

本市は、本格的な人口減少時代の到来、少子・超高齢化に伴う人口構造の変化がもたら

す経済規模の縮小や、税収をはじめとする歳入の減少、医療・介護などの社会保障関係経

費の増大、公共施設の老朽化など、市政運営に当たっての様々な課題に直面している。 

このような状況の中、今後５年間の財政収支の推計を行うことで、市民と行政が本市の

財政状況を共有するとともに、将来にわたり、持続可能で安定的な財政運営を行う上での

参考とするため作成したものである。 

今回策定した財政推計結果を念頭に置き、「ヒト・モノ・カネ」といった限られた行政

経営資源を効率的に配分し、複雑・多様化する市民ニーズにも対応しながら、今後も健全

な財政運営を維持していくことが重要である。 

(2) 推計の方法 

◯ 平成30年度一般会計の決算額をベースに、令和元年度以降５年間の推計値を算出した。 

◯ 市税は、長野市将来人口推計（H28）に基づく人口減少の影響や、税制改正の影響等を

見込み、地方譲与税等は令和元年10月からの消費税率引上げの影響を見込んだ。 

◯ 扶助費は、社会福祉費、生活保護費、児童福祉費など個別の費目毎に過去５年間の決

算額の平均増減率により算出した。 

◯ 公共施設の老朽化対策経費は、建築物の中長期保全計画（H30）に基づく試算を用いた。 

◯ 普通建設事業費（公共施設の老朽化対策経費等を除く）、補助費等、繰出金、積立金、

投資・出資・貸付金、繰入金は、令和元年７月末時点の事業課の計画値等を用いた。 

◯ 翌年度へ繰り越すべき一般財源は、歳出総額に対する繰越一般財源の割合の実績の平

均値を用いた。 

◯ 実質収支は、形式収支から翌年度へ繰り越すべき一般財源を差し引いた額とし、黒字

の場合は、財政調整等３基金からの繰入及び同基金への積立を行わず、全額を翌年度の

繰越金へ編入し、実質収支が赤字の場合のみ、財政調整等３基金からの繰入を行った。 

◯ 推計値は、通常の予算編成で行われる各種調整をしていない。 

 

※項目別の詳細は、13ページを参照。 
※推計は、今後の社会情勢や景気動向の影響により、変動する可能性がある。 
※推計額は、億円単位のため、総額と一致しない場合がある。 
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２ 推計結果と今後の課題 

今回の財政推計によると、市税の減少や扶助費の増加、公共施設の老朽化対策経費の増加等

の要因により収支状況が悪化し、令和３年度以降は実質収支の黒字が見込めない状況である。

また、各年度の財源不足を補うための財政調整等３基金の取崩額は増加し、令和５年度は、３

基金の残高が現状より４割程度減少するとともに、市債残高は、公共施設の老朽化対策等に伴

う市債の新規発行により、１割程度の増加が見込まれる。 

平成30年度と令和５年度の比較 実質収支22億円減、財政調整等３基金84億円減、市債残高136億円増 

    

収支状況の悪化の主な要因は、以下のとおりである。 

⑴ 市税の減少 

長野市将来人口推計によれば、令和５年度では平成30年度と比較すると総人口は、約１

万人（３％）減少し、老年人口は約２千人（1.4％）増加、生産年齢人口は約９千人（0.7％）

減少となり、納税者数の減少に伴い、税収が減少することが予想される。また、税制改正

に伴う法人税率引下げの影響による税収の減少も見込まれる。 

⑵ 扶助費の増加 

過去５年間の平均伸び率は、障害者(児)給付費、福祉医療費、生活保護費等の増加によ

り扶助費全体では年1.9％増加しており、今後も同様に推移すると仮定した場合、年６億

円程度の増加が見込まれる。 

⑶ 公共施設の老朽化対策経費の増加 

建築物の中長期保全計画における試算では、建築年等による一定の条件で機械的に年

度別の改修・更新費用を算出しており、その事業費は、今後40年間で4,000億円、令和５

年度までの５年間では502億円の事業費が見込まれる。その財源の一部である市債の償還

金（公債費）の増加も見込まれる。 

 

以上の結果を踏まえると、これまでの行政サービスの水準を維持するためには、産業や観光

の振興、子育て支援の充実等による就労の促進など、地域経済の活性化へつながる施策により

税収の確保を図ることが重要であり、併せて高齢者の社会参加の促進、フレイル予防など介護

予防を充実させ、健康寿命の延伸を図る施策により、扶助費を抑制していくことが必要である。 

そして何よりも、老朽化による改修・更新費用の大幅な増加が見込まれる公共施設について

は、新規整備の抑制、施設の多機能化・複合化及び適正配置を推し進めるなど、財政負担を軽

減するための手立てを早急に講じなければならない。 

その他、事業の「スクラップ・アンド・ビルド」や「選択と集中」を一層強化するとともに、

人口減少社会を見据えた市組織の見直しやＡＩ、ＩｏＴなど最先端技術の活用による人件費

の削減など、行政全体のスリム化・効率化を積極的に進めることが必要である。 
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今後５年間の推計（財政見通し） 

１ 歳入の見通し 

５年後の歳入規模は、96億円増の見込み（令和４年度にピーク） 

 【平成30年度 1,484億円 → 令和５年度 1,580億円（＋96億円）】 

・市債は、公共施設の老朽化対策経費等に係る借入れによる増加（＋74億円） 

・国・県支出金は、扶助費や公共施設の老朽化対策経費等に伴う増加（＋22億円） 

・市税は、人口減少による個人市民税の減少、法人税率引下げに伴う法人市民税の減少（▲25

億円） 

・その他、税制改正による地方消費税交付金の増加、法人事業税交付金の創設による増加等 

２ 歳出の見通し 

５年後の歳出規模は、125億円増の見込み（令和４年度にピーク） 

 【平成30年度 1,436億円 → 令和５年度 1,561億円（＋125億円）】 

・普通建設事業費は、公共施設の老朽化対策経費等による増加（＋61億円） 

・公債費は、公共施設の老朽化対策経費等に係る市債発行に伴う増加（＋33億円） 

・扶助費は、障害者(児)給付費等の増加により、年６億円程度の増加（＋32億円） 

 

 

３ 収支等の見通し（▲106億円） 

○実質収支は令和３年度以降ゼロとなる見込み 

 【平成30年度  22億円 → 令和５年度   0億円（▲22億円）】 

○令和３年度以降は財政調整等３基金残高が大幅に減少 

 【平成30年度 205億円 → 令和５年度 121億円（▲84億円）】 

・市税は大幅に減少する一方、公共施設の老朽化対策経費、扶助費、公債費が増加するため、

実質収支は令和３年度以降マイナスとなり、財政調整等３基金を取り崩して補填 

・財政調整等３基金の残高は、84億円の減少 

 

４ 市債残高の見通し（＋136億円） 

市債残高は５年間で136億円増の見込み 

 【平成30年度 1,511億円 → 令和５年度 1,647億円（＋136億円）】 

（参考） 
  市 債 967億円の発行（５年間の累計） 
  公債費 863億円の支出（   〃   ） 

・市債は、公共施設の老朽化対策経費等の新規発行により増加 

・公債費は、プロジェクト事業（市庁舎・芸術館等の建設）に係る市債の償還に加え、公共施

設の老朽化対策経費等の新規発行分の償還が始まることにより増加 

・これにより、市債の新規発行額が償還額を大きく上回るため、市債残高が136億円増加 

  

▲106億円 
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市 税 （個人市民税・法人市民税・固定資産税・軽自動車税など） 

５年後の市税収入は、人口減少による個人市民税の減少と税制改正による法人税率引

下げ等の影響で25億円減の見込み 

【平成30年度 585億円 → 令和５年度 560億円（▲25億円）】 

☆個人市民税（▲５億円） 

・令和元年度は、景気回復による増加（＋５億円） 

・令和２年度以降は、人口減少の影響等による減少（▲９億円） 

 

☆法人市民税（▲19億円） 

・令和元年度は、一部法人の収益減少による法人税割の減少（▲５億円） 

・令和２年度からの法人税率の引下げ（▲3.7％）により、令和２年度に７億円の減少、令

和３年度に８億円の減少（▲15億円） 

 

☆固定資産税（＋１億円） 

・土地は、下落率の減少傾向から横ばい 

・家屋は、新増築家屋の増加により、評価替を行う令和３年度を除き年２億円程度の増加

（＋４億円） 
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・償却資産は、設備投資の減少により、令和元年度に１億円の減少、令和２年度に２億円の

減少、令和３年度以降は横ばい（▲３億円） 

 

☆軽自動車税（＋１億円） 

・令和元年10月からの環境性能割の創設による増加（＋0.2億円） 

・令和４年度からのグリーン化特例の見直しによる増加（＋0.2億円） 

 

☆たばこ税（▲４億円） 

・令和元年10月からの税率改正により増加となる一方、健康志向の高まり等による喫煙本数

の減少により、全体では４億円の減少 

 

地方譲与税等 （各譲与税・地方消費税交付金等各交付金） 

５年後の地方譲与税等は、消費税率引上げによる地方消費税交付金の増加等により20

億円増の見込み 

【平成30年度 101億円 → 令和５年度 121億円（＋20億円）】 

☆地方消費税交付金（＋18億円） 

・令和元年10月からの消費税率引上げ（８％→10％）により、令和２年度に15億円の増加、

令和３年度以降に５億円の増加 

 

☆その他の譲与税等（＋２億円） 

・令和元年10月からの自動車取得税交付金の廃止により、令和元年度からの２年間で３億円

の減少 

・令和元年10月からの自動車税環境性能割交付金の創設により、令和元年度からの３年間で

１億円の増加 

・令和２年度からの法人事業税交付金の創設により、令和２年度に３億円の増加 

 

地方交付税 （普通交付税・特別交付税） 

５年後の地方交付税は、市税の減少等による財源不足の拡大に伴い増加する一方、消

費税率引上げによる地方消費税交付金の増加の影響により減少することから、全体では

１億円減の見込み 

【平成30年度 207億円 → 令和５年度 206億円（▲1億円）】 

・市税の減少等による財源不足の拡大に伴う増加（＋18億円） 

・令和２年度から３年度までの地方消費税交付金（引上分）の増加の影響により、令和３年

度以降22億円の減少（▲22億円） 

・合併算定替の特例措置の終了（令和元年度まで）に伴う減少（▲４億円） 

・国の地方財政計画に基づく臨時財政対策債（交付税の代替財源）の縮減に伴い、普通交付

税から臨時財政対策債への振替えが減少し、令和元年度に11億円の増加（＋11億円） 
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国・県支出金 

５年後の国・県支出金は、扶助費や公共施設の老朽化対策経費の増加に伴い、22億円

増の見込み 

【平成30年度 281億円 → 令和５年度 303億円（＋22億円）】 

☆扶助費分（＋22億円） 

・社会福祉費、児童福祉費、生活保護費等の増加に伴い、年４億円の増加 

（各事業費の伸び率及び増加額は、９ページを参照） 

 

☆公共施設の老朽化対策経費分（＋11億円） 

・公共施設の老朽化対策に伴い、令和２年度に34億円の増加、令和３年度に27億円の減少、

令和４年度に９億円の増加、令和５年度に８億円の減少 

 

☆その他の普通建設事業費分（▲12億円） 

・公共施設の老朽化対策経費を除く普通建設事業費分の減少 

 

市 債 

５年後の市債は、臨時財政対策債が減少する一方、公共施設の老朽化対策経費の影響

で増加するため、74億円増の見込み 

 【平成30年度 121億円 → 令和５年度 195億円（＋74億円）】 

☆臨時財政対策債（▲11億円） 

・国の地方財政計画に基づく臨時財政対策債の縮減により、令和元年度に11億円の減少 

 

☆公共施設の老朽化対策経費分（＋84億円） 

・公共施設の老朽化対策に伴い、令和２年度に88億円の増加、令和３年度に４億円の増加、

令和４年度に30億円の増加、令和５年度に37億円の減少 
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人 件 費 

５年後の人件費は、会計年度任用職員制度の導入に伴うフルタイム職員分の各種手当

等が増加する一方、職員数の減少等により、全体では２億円減の見込み 

【平成30年度 235億円 → 令和５年度 233億円（▲２億円）】 

☆退職手当（▲１億円） 

・退職者数の変動に伴い、令和元年度に６億円の増加、令和２年度に11億円の減少、令和３

年度に３億円の増加、令和４年度に５億円の増加、令和５年度に５億円の減少 

 

☆退職手当以外（▲４億円） 

・職員配置計画による職員数の変動に伴う減少 

 

☆会計年度任用職員制度の導入（＋３億円） 

・令和２年度からの会計年度任用職員制度の導入に伴い、フルタイム職員の退職手当、賞

与、社会保険料等の増加。令和２年度に２億円の増加、令和４年度に１億円の増加 

（パートタイム職員分は、物件費を参照） 
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H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

人件費 扶助費 公債費 普通建設事業費 災害復旧事業費 物件費

維持補修費 補助費等 繰出金 積立金 投資・出資金・貸付金

（億円）

実績 推計

人件費

扶助費

公債費

普通建設

事業費

物件費

維持補修費

補助費等

繰出金

積立金

投資・出資・

貸付金

災害復旧費

歳出性質別内訳

５ 歳出の推移 
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扶 助 費 

５年後の扶助費は、障害者(児)給付費、福祉医療費等の増加により32億円増の見込み 

【平成30年度 295億円 → 令和５年度 327億円（＋32億円）】 

☆社会福祉費（＋16億円） 

・障害者（児）給付費等の増加により、年３億円の増加（平均伸び率＋4.3％） 

 

☆児童福祉費（＋９億円） 

・福祉医療費等の増加により、年２億円の増加（平均伸び率＋1.1％） 

 

☆生活保護費（＋７億円） 

・生活保護受給者の増加により、年１億円の増加（平均伸び率＋2.3％） 

 

（参考） 

・過去の扶助費の伸び率（令和５年度との比較） 

平成25年度（10年前）との比較  58億円増（＋ 22％） 

平成15年度（20年前）との比較 203億円増（＋164％） 

 

公 債 費 

５年後の公債費は、公共施設の老朽化対策経費に係る市債や臨時財政対策債等の償還

により、33億円増の見込み 

【平成30年度 157億円 → 令和５年度 190億円（＋33億円）】 

☆公共施設の老朽化対策経費分（＋22億円） 

・公共施設の老朽化対策に係る市債の償還（２年据置）に伴い、令和４年度に11億円の増

加、令和５年度に11億円の増加 

 

☆臨時財政対策債（＋10億円） 

・平成13年度から毎年発行し、20年間の償還により償還を終える分があるが、近年の大幅な

発行増加により、全体では10億円の増加 

 

普通建設事業費 

５年後の普通建設事業費は、公共施設の老朽化対策経費の影響で105億円の増加となる

一方、その他の事業は45億円の減少となり、全体では61億円増の見込み 

【平成30年度 163億円 → 令和５年度 224億円（＋61億円）】 

☆公共施設の老朽化対策経費（＋105億円） 

・公共施設の老朽化対策に伴い、令和２年度に131億円の増加、令和３年度に19億円の減

少、令和４年度に42億円の増加、令和５年度に49億円の減少 

・本推計は、令和５年度までとなるが、令和６年度以降は、公共施設の老朽化対策が本格化

し、更なる増加が見込まれる。 

 

☆その他の普通建設事業費（▲45億円） 

・事業課の計画値の見込み等により、減少 



- 10 - 

物件費、補助費等、繰出金 

○物件費  【平成30年度 184億円 → 令和５年度 187億円（＋３億円）】 

○補助費等 【平成30年度 155億円 → 令和５年度 155億円（＋０億円）】 

○繰出金  【平成30年度 128億円 → 令和５年度 135億円（＋７億円）】 

☆物件費（＋３億円） 

・令和２年度からの会計年度任用職員制度の導入に伴い、パートタイム職員の賞与、社会保

険料等の増加。令和４年度に３億円の増加 

（フルタイム職員分は、人件費を参照） 

 

☆補助費等（▲0.3億円） 

・長野広域連合負担金（長野広域ごみ処理施設関連経費）３億円の増加、下水道会計補助金

５億円の減少 

 

☆繰出金（＋７億円） 

・老年人口増加の影響等に伴い、後期高齢者医療に係る療養給付費負担金７億円の増加、介

護保険特別会計繰出金４億円の増加 

・国民健康保険特別会計繰出金５億円の減少（国保事業財政健全化計画による削減） 

 

（参考） 

・５年後の老年人口の割合1.4％増（平成30年度 29.9％→令和５年度 31.3％） 
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⑴ 経常収支比率 

 

 

 

経常収支比率 

５年後は、3.9ポイント上昇（悪化）の見込み 

【平成30年度 89.8％ → 令和５年度 93.7％（＋3.9％）】 

・経常収支比率とは、財政構造の弾力性を示す指標である。「市税、地方交付税等の経常一般

財源総額」に対する「人件費、扶助費、公債費等の経常的経費に充当される一般財源」の割

合である。 

⇒この比率が高いほど、新規財政需要等に対する余地が低く、財政が硬直化している状態で

ある。 

 

・平成30年度から令和２年度にかけて、経常収支比率が88.6％まで回復するが、令和３年度

以降は、経常収支比率が上昇（悪化）し、令和５年度に93.7％となり、過去最高値である

平成29年度の91.3％を超える状況で、財政構造が硬直化する。 

・この要因は、経常的経費のうち扶助費及び公債費の増加である。 

 

（参考） 

・一般的には、70％～80％程度が妥当とされる。 
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決算額 決算額 決算額 決算額 決算額 推計値 推計値 推計値 推計値 推計値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

経常収支比率の推移

経常収支比率

実績 推計

（％）

６ 財政指標の推移 
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⑵ 実質公債費比率 

 

 

 

実質公債費比率 

５年後は、3.7ポイント上昇（悪化）の見込み 

【平成30年度 2.1％ → 令和５年度 5.8％（＋3.7％）】 

・実質公債費比率とは、「標準財政規模※」に対する「一般会計等が負担する市債の元利償還

金など」の割合である。 

⇒借入金の返済額やこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示すもの 

※市税や地方交付税など経常的に収入される一般財源の規模を示すもの 

 

・平成30年度から令和５年度にかけて、実質公債費比率が上昇し、令和５年度に5.8％とな

り、過去５年間の最高値である平成26年度の5.7％を超える状況で、資金繰りの悪化が進

む。 

・この要因は、公共施設の老朽化対策経費に係る市債や臨時財政対策債等の償還による公債

費の増加である。 

 

（参考） 

・国が示す早期健全化基準（イエローライン）25％を超えた場合は、早期健全化計画を策定

し、国へ提出する必要がある。 
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⑴ 推計方法（項目別） 

主な項目 推計方法 

歳入 

市税 

・個人市民税 

人口減少（長野市将来人口推計(H28)）の影響を考慮し見込む。 

・法人市民税 

税制改正による法人税率引下げを見込む。 

・固定資産税・都市計画税 

 ３年ごとの評価替の影響を考慮し見込む。 

国・県支出金 

・扶助費、投資的経費などの歳出見込に連動し算出する。 

・過去５年間の実績（平成26～30年度の性質別の財源構成比）を

基に算出する。 

市債 
・投資的経費の歳出見込の財源内訳により算出する。 

・臨時財政対策債は、令和元年度と同額とする。 

繰入金 

・財政調整等３基金からの繰入は原則行わない。ただし、実質

収支のマイナスが見込まれる場合は、繰り入れる。 

・その他の基金繰入金は各基金の計画に基づき算出する。 

※財政調整等３基金の繰入れは、以下の「収支」を参照 

地方交付税、 

譲与税等 

・地方交付税は、令和元年度までの合併算定替特例措置の終了を

見込む。また、消費税率引上げに伴う「幼児教育・保育の無償

化」に係る基準財政収入額を考慮（歳入・歳出の増減に影響な

し）。 

・地方譲与税等は、消費税率引上げに伴う地方消費税交付金の増

加を見込む。また、税制改正に伴う法人事業税交付金の創設に

よる増加を見込む。 

歳出 

人件費 

・職員配置計画等に基づき、退職手当の増減や職員数の減を見込

む。 

・会計年度任用職員制度の導入による増加を見込む。 

扶助費 
・社会福祉費、生活保護費、児童福祉費など個別の費目毎に過去

５年間の実績（平成26～30年度の平均増減率）により算出する。 

公債費 
・過去に発行した市債の償還計画や、将来の投資的経費に基づく

市債の償還見込みにより算出する。 

投資的経費 
（普通建設事業費、

災害復旧事業費） 

・建築物の中長期保全計画における公共施設の改修・更新費用の

推計等を基に算出する。 

・過去５年間の実績（平成26～30年度平均値）や事業課の計画に

より算出する。 

参 考 資 料 
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主な項目 推計方法 

 
物件費 

繰出金 等 

・過去５年間の実績（平成26～30年度平均値）や事業課の計画に

より算出する。 

収支 

形式収支 

・歳入から歳出を差し引いた額とする。 

・実質収支のマイナスが見込まれる場合は、財政調整等３基金か

らの繰入金で補填する（翌年度へ繰り越すべき一般財源と同額

となるように補填し、実質収支はゼロ）。 

翌年度へ繰り越

すべき一般財源 

・過去３年間（平成28～30年度平均）の歳出総額に対する繰越一

般財源の割合の平均値により算出する。 

・全額を翌年度の繰越金へ編入する。 

実質収支 

・形式収支から翌年度へ繰り越すべき一般財源を差し引いた額

とする。 

・プラスの場合は、全額を翌年度の繰越金へ編入する。 
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⑵ 人口推計 

 

◯ 総人口・年齢３区分別人口（平成30年度～令和５年度） 

 

長野市将来人口推計(H28)データによる（抜粋） 

 

◯ 総人口（昭和60年度～令和27年度） 

 
 

◯ 年齢３区分別人口（昭和60年度～令和27年度） 

 

第五次長野市総合計画資料（長野市将来人口推計(H28)）による（抜粋） 

  

年少人口
生産年齢
人   　口

老年人口
年少人口
割　　合

生産年齢
人口割合

老年人口
割　　合

0～14歳 15～64歳 65歳以上 0～14歳 15～64歳 65歳以上

H30 374,120 47,709 214,707 111,704 12.8% 57.4% 29.9%

R1 372,517 47,012 213,193 112,312 12.6% 57.2% 30.1%

R2 370,513 46,239 211,375 112,899 12.5% 57.0% 30.5%

R3 368,368 45,546 209,324 113,498 12.4% 56.8% 30.8%

R4 366,118 44,707 207,875 113,536 12.2% 56.8% 31.0%

R5 363,766 43,930 206,155 113,681 12.1% 56.7% 31.3%

(単位：人、％）

定住人口
(総数)

年

369,023 377,261
387,359 387,911

386,572 381,511
377,598 370,513 358,757

344,677
329,269

312,587295,471

0

50,000

100,000

150,000

200,000
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300,000

350,000

400,000

450,000

(1985) (1990) (1995) (2000) (2005) (2010) (2015) (2020) (2025) (2030) (2035) (2040) (2045)

（人）

資料：企画課（平成27年までは「国勢調査」、平成32年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の

地域別将来推計人口」に準拠した推計）

← 実績 推計 →

（年）

21.6% 18.7% 16.4% 15.2% 14.6% 14.0% 13.0% 12.5% 11.8% 11.2% 10.5% 10.4% 10.4%

66.5%
67.1%

66.7% 65.3% 63.4% 60.8% 57.4% 57.0% 56.5% 55.7% 54.5% 51.9% 50.4%

11.9% 14.1% 16.8% 19.4% 22.0% 24.8% 28.1% 30.5% 31.7% 33.1% 35.0% 37.7% 39.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

S60 H 2 H 7 H12 H17 H22 H27 H32 H37 H42 H47 H52 H57

（割合）

資料：企画課（平成27年までは「国勢調査」、平成32年から以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の

地域別将来推計人口」に準拠した推計）
※実績には、年齢不詳が含まれていないため３区分の合計が必ずしも100％にならない。

年少人口(0-14歳) 生産年齢人口(15-64歳) 老年人口(65歳以上)

（年）

← 実績 推計 →
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⑶ 公共施設の老朽化対策経費 

 

 

建築物の中長期保全計画(H30)による（抜粋） 
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⑷ 市税・普通建設事業費・公債費・扶助費の推移 
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⑸ 用語集 

１）ⅠｏＴ 

Internet of Things の略で、自動車、家電、

ロボット、施設などあらゆるモノがインタ

ーネットにつながり、情報のやり取りをす

ることで、モノのデータ化やそれに基づく

自動化等が進展し、新たな付加価値を生み

出す。 

 

２）ＡⅠ 

Artficial Inteligence の略で、人工知能

のこと。 

 

３）会計年度任用職員 

臨時・非常勤職員の適正な任用・勤務条件の

確保のため、令和２年４月１日施行の地方

公務員法の改正等により、採用方法や任期

（最長１年）等を明確化したもの。一般職員

と同様に給料表が定められ、守秘義務など

服務規律が適用される。 

 

４）（自動車税）環境性能割（交付金） 

令和元年10月からの自動車取得税廃止に伴

い、自動車の燃費性能等に応じて取得者に

課税される自動車税のこと。徴税費相当額

（５％）を差し引いた後の47％に相当する

額が県から市町村に交付される。 

 

５）基準財政収入額 

地方交付税の算定に当たり、標準的な地方

税収の75％に相当する額に地方譲与税を加

えたもの。基準財政需要額（地方公共団体が

合理的かつ標準的な財政運営を行うために

必要な一般財源の額）との差額が、普通交付

税として交付される。 

 

６）（自動車税）グリーン化特例 

自動車の排気量に応じて、取得者に課税さ

れる自動車税の燃費基準に応じた軽減制

度。令和３年４月から軽減対象が電気自動

車等に限定される。 

７）建築物の中長期保全計画 

計画的な予防保全のために、建物の状況に応じ

た改修等の内容、年度、概算額を、屋根や外壁

といった部位ごとに算定し、保全に要する費用

の推計に利用するため、本市が平成31年３月に

策定したもの。 

 

８）経常的経費 

現在の行政サービスや行政水準を維持してい

くために年々継続的に支出される経費のこと。

（人件費、扶助費、公債費など） 

 

９）公債費 

市債の元金償還やその利子の支払いに要する

経費のこと。 

 

10）財政調整等３基金 

市財政の健全な運営に資するため、決算剰余金

などを積立てる基金のこと。急な経済情勢の変

動による減収、災害による復旧費用、年度間の

財源不足の調整のために活用する。財政調整基

金、減債基金、土地開発基金の３基金を指す。 

 

11）市債 

公共施設の整備などの建設事業を行うために

必要な資金を国や金融機関など外部から調達

する借入金のこと。つまり、将来の住民と現在

の住民との間で公平に負担を分かち合うため

のもの。 

 

12)実質収支 

単年度の歳入総額から歳出総額を差し引いた

差額（形式収支）から翌年度へ繰り越した事業

の財源を差し引いた額のこと。 

 

13）社会保障関係経費 

市民の生活を保障する社会保障に関する経費 

こと。（医療・介護・福祉等の関係費用） 
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14）障害者（児）給付費 

地方公共団体が障害者（児）の自立支援のた

めに提供するサービスに要する費用。居宅

介護などの介護給付や機能訓練・生活訓練

などの訓練等給付等に要する費用。 

 

15）地方交付税 

地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、

一定の水準の行政を維持できるよう、国税

として国が地方に代わって徴収し、一定の

基準によって地方へ再配分する。所得税・法

人税・酒税・消費税の一定割合と地方法人税

の全額が地方交付税として交付される。 

 

16）合併算定替特例措置 

地方交付税の算定に当たり、市町村合併後

５～10年間は、旧市町村毎の算定額を算出

し、その合算額とする特例のこと。特例期間

終了後５年間は、特例の額が段階的に縮減

される。 

 

17）地方消費税交付金 

地方消費税について、消費が実際に行われ

た都道府県の収入となるよう調整清算を行

った後、都道府県から市町村に交付される

交付金のこと。市町村に交付される額は全

体の２分の１。 

 

18）地方譲与税 

国税として徴収した特定の税金の一部を一

定の基準に基づいて地方公共団体へ譲与す

るもの。（地方揮発油譲与税、自動車重量譲

与税など） 

 

19）福祉医療費 

子ども、障害者（児）、母子・父子家庭の健

康の保持と生活の安定など福祉の増進を図

るため、地方公共団体が支給する経費のこ

と。 

 

20）普通建設事業費 

道路、橋りょう、学校、公営住宅等の建設など、

社会資本の整備に要する経費のこと。 

 

21）プロジェクト事業 

本市が平成26年度をピークに実施した大規模

な建設事業や建設事業に対する負担金のこと。

（庁舎・芸術館建設事業、長野駅善光寺口駅前

広場整備事業、長野駅周辺第二土地区画整理事

業、小中学校耐震化事業など10事業、総額約

2,000億円） 

 

22）扶助費 

社会保障制度の一環として、生活困窮者、児童、

高齢者、障害者等に対して行う様々な支援に要

する経費のこと。 

 

23) 法人事業税交付金 

地方法人特別税・譲与税※の廃止に伴い、法人

住民税法人税割の減収分の補てん措置として、

令和元年10月から法人事業税の一部（5.4%）が

県から市町村へ交付される。 

※地方法人特別税・譲与税 

  法人事業税の偏在性を是正する目的で令和元年９月

までの暫定措置として設けられた国税のこと。人口

及び従業者数を基礎とし、国が県に配分する。令和

元年10月に廃止となる。 

 

24）臨時財政対策債 

国の地方交付税財源が不足した場合に地方公

共団体の一般財源不足を補うために、地方財政

法に基づき特別に発行を認められた地方債の

こと。臨時財政対策債の発行に伴い将来にわた

って支払うべき元利償還金は、後年度の地方交

付税として、その全額が措置される。 
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長野市 財政部 財政課 

〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町 1613番地 

ＴＥＬ 026-224-5014 

ＦＡＸ 026-224-8764 

E-mail zaisei@city.nagano.lg.jp 

 


